
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
多可町商工会通信 

みみより Information 

旬の話題を毎月お届けします 

 

vol.76 

発行：多可町商工会 

各種お問合せ 〒679-1134 多可郡多可町中区茂利 20 

 TEL：0795-32-2161  FAX：0795-32-1699 

 E-mail：shokokai@taka-cho.jp 

 【事 務 局長】 後藤 

 【経営支援課】 本庄・宮内・横畑・松本・杉本 

 【業務推進課】 松田・金高・西尾・石塚・大椿 

 

 

商工会は町内でのお買物を推奨しています。 

 

多可町中小事業者事業継続支援金 
申請期限（9月 30日）までに手続きを！ 

 令和 3 年 1 月～6 月の事業収入が前々年又は前年同月

比で 20％以上減少の事業者を対象とした「多可町中小事業

者事業継続支援金」の申請期限が 9月末までに迫っています。

対象となる事業者で申請がまだの方はお急ぎください。 

【申請期間】 令和 3年 9月 30日㈭まで 

【申請方法】 郵送にてお送りください。（当日消印有効） 

【申請書類】 商工会ホームページをご確認ください。 

新商工会館建設の進捗情報 
～設計監理業者が決まりました！！～ 

労務・助成金の相談は働き方改革相談窓口で！ 

最低賃金引上げ、人材確保等支援助成金、雇用調整助

成金、就業規則など、労務に関することなら何でも結構ですの

で、社会保険労務士による相談（無料）をご利用ください。 

【日程】 9月 28日㈫ 15時～17時（要予約） 

【場所】 中コミュニティプラザ        (担当：宮内・松本) 

LINEで経営に役立つ情報をいち早くお届け！ 

 既に400人以上の方に登録いただいています！まだの方は、

こちらの ID又は QR コードからご登録ください。 

多可町商工会登録ＩＤ：@502wkgmb 

 

兵庫県の最低賃金が 28円引上げ！ 
10月 1日から 928円（時間給）に！ 

 
 

令和 3 年 10 月 1 日から兵庫県の最低賃金が以下の通り

改定されます。 

時間額 900円 ⇒ 時間額928円（28円 UP） 

※賃上げに関連した助成金もありますので、助成金を申請の事

業所は商工会の「働き方改革相談窓口」等をご活用ください。 

（例）「業務改善助成金」・・・生産性向上のための設備投資

（機械設備、POS システム等の導入）などを行って、事業所

内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合、設備投資などの

費用の一部を助成。 

 

専門家による経営相談窓口 
補助金や経営相談等なんでもご相談ください！ 

コロナ禍の事業見直しや資金繰り、支援施策の活用等の経

営相談にぜひご活用ください。（事前予約必要。相談無料） 

【日程】 ＜9月＞24日㈮、30日㈭ 

＜10月＞4日㈪、7日㈭、8日㈮、14日㈭ 

20日㈬、22日㈮、25日㈪、29日㈮ 

【時間】 13時～17時（1事業所につき 1～2時間） 

【場所】 中コミュニティプラザ      （担当：経営指導員） 

本年度の総代会にて可決しました新商工会館の建設計画

ですが、このたび設計監理業務の発注業者が決まりました。 

今年 6 月から簡易型プロポーザル方式にて設計業者の募集

を開始し、去る 8月 20日㈮には中コミュニティプラザにおいて設

計提案のあった 3社のプレゼン審査会を開催しました。 

厳正なる審査の結果、下記事業者を選定いたしましたので

会員の皆様にご報告いたします。 
 

＜設計及び監理業務発注先＞ 

  ㈱小西建築設計事務所（小野市上本町） 
 

今後、会館建設特別委員会では基本設計及び実施設計

を進めて参りますので、皆様にはどうぞ宜しくお願い致します。 

たかテレビ放送予定（9月） 
【あの店ってどんなとこ】 レストラン瀬戸（八千代区・飲食業） 

【放送日時】 9月 28日㈫17時～9月 30日㈭17時まで 

インボイス制度の早めの準備を！ 
令和 3年 10月 1日から登録申請書受付開始！ 

令和 5 年 10 月からインボイス制度が始まり､従来の請求業

務が更に複雑になると予想されます｡税率の明確な区分と適格

請求書（インボイス）を作成しなければならないので、全ての業

務をこなしている個人事業主の方などは特に大変です｡「適格

請求書発行事業者の登録申請書受付」が令和 3 年 10 月か

ら開始されますので、早めの準備により制度開始に備えましょう｡ 

【押さえておきたい 3 つのポイント】 

①令和 5年 10月から消費税の「仕入税額控除」を受けるため

には適格請求書（インボイス）が必要になる。 

②税務署に登録した「適格請求書発行事業者」だけが適格請

求書（インボイス）を発行できる。 

③消費税を納めている「課税事業者」のみ「適格請求書発行

事業者」になれる。 

※令和 5 年 10 月から免税事業者は適格請求書（インボイ

ス）を発行することができないので、十分にご留意ください。 

（担当：金高・本庄） 

 
プレミアム付商品券の期限のお知らせ（終了間近） 

【消費者が取扱加盟店で使用できる期限】 9月 28日㈫ 

【取扱加盟店が金融機関で換金できる期限】 10月 15日㈮ 

※期限後は換金できないので、お早めに換金してください。 

（担当：金高・松田） 

インボイス 登録事業者 

賃金引上げ 助成金 


